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第７ 交通安全施設技術基準 
 

１ 交通安全施設の設置等 

（１） 交通安全施設の設置については、事業区域の状況等により、異なるので、交通安全施 

設指導担当課と十分に協議をすること。 

（２） 道路の拡幅等をするときは、既存の交通安全施設の移設について、交通安全施設指導 

担当課と十分に協議をすること。 

（３）交通安全施設は、特別の事情がある場合を除き、道路の舗装前に移設又は設置するこ 

と。 

（４）街路灯は、原則として、電柱共架で設置するので、電柱の建柱について、事前に東京 

電力（株）と十分に協議すること。 

（５）交通安全施設は、市長が必要とする場合は、施設の用地及び施設を無償で市に譲渡す 

  ること。 

   なお、市に譲渡しない交通安全施設は、事業者が管理すること。 

（６）道路反射鏡の設置については、立川市道路反射鏡設置基準を参考とすること。 (立川 

市ホームページ参照) また、道路反射鏡を電柱共架で設置する際は、事前に交通安全施 

設指導担当課と協議すること 

※要綱 第 31 条（交通安全施設の整備）（28 ページ参照） 

        第 39 条（電柱等の位置）（31 ページ参照） 

     細則 第 30 条（交通安全施設）（49 ページ参照） 
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